
 

滋 賀 県 警 察 本 部   （〒520-8501）大津市打出浜1番10号 

名  称 位  置 管  轄  区  域 

大津
おおつ

警察署 
(〒520-0806) 

大津市打出浜12番７号 

大津市の内 大津北警察署の管轄区域を除く区域 

草津
く さ つ

警察署 
(〒525-0032) 

草津市大路二丁目11番

16号 

草津市 

栗東市 

守山
もりやま

警察署 
(〒524-0045) 

守山市金森町494番地 

守山市 

野洲市 

甲賀
こ う か

警察署 
(〒528-0037) 

甲賀市水口町本綾野２

番11号 

甲賀市 

湖南市 

近江八幡
おうみはちまん

警察署 
(〒523-0892) 

近江八幡市出町 370 番

地 

近江八幡市 

蒲生郡の内 安土町、竜王町 
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近江八幡市 

蒲生郡の内 竜王町 

東
ひがし

近江
お うみ

警察署 
(〒527-0023) 

東近江市八日市緑町 26

番18号 

東近江市 

蒲生郡の内 日野町 

愛知郡 愛荘町 

彦根
ひこね

警察署 
(〒522-0007) 

彦根市古沢町 660 番地

３ 

彦根市 

犬上郡 多賀町、甲良町、豊郷町 

米原
まいばら

警察署 
(〒521-0012) 

米原市米原177番地１  

米原市 

長浜
ながはま

警察署 
(〒526-0021) 

長浜市八幡中山町 300

番地 

長浜市の内 木之本警察署の管轄区域を除く区域 

木之本
き の も と

警察署 
(〒529-0425) 

長浜市木之本町木之本

1536番地 

長浜市の内 木之本町木之本、木之本町廣瀬、木之本町田部、木之本町千田、木

之本町黒田、木之本町大音、木之本町飯浦、木之本町山梨子、木之本町西山、木之

本町田居、木之本町北布施、木之本町赤尾、木之本町杉野、木之本町杉本、木之本

町音羽、木之本町金居原、木之本町古橋、木之本町川合、木之本町石道、木之本町

小山、木之本町大見、高月町保延寺、高月町持寺、高月町尾山、高月町洞戸、高月

町井口、高月町雨森、高月町高野、高月町柏原、高月町渡岸寺、高月町馬上、高月

町東物部、高月町横山、高月町唐川、高月町森本、高月町落川、高月町高月、高月

町宇根、高月町西物部、高月町東高田、高月町布施、高月町東阿閉、高月町西阿閉、

高月町東柳野、高月町柳野中、高月町西柳野、高月町重則、高月町松尾、高月町西

野、高月町熊野、高月町磯野、高月町片山、余呉町坂口、余呉町下余呉、余呉町中

之郷、余呉町川並、余呉町八戸、余呉町下丹生、余呉町上丹生、余呉町摺墨、余呉

町鷲見、余呉町尾羽梨、余呉町針川、余呉町菅並、余呉町小原、余呉町田戸、余呉

町奥川並、余呉町中河内、余呉町椿坂、余呉町柳ヶ瀬、余呉町東野、余呉町今市、

余呉町国安、余呉町新堂、余呉町文室、余呉町池原、余呉町小谷、西浅井町塩津浜、

西浅井町岩熊、西浅井町祝山、西浅井町野坂、西浅井町塩津中、西浅井町余、西浅

井町横波、西浅井町集福寺、西浅井町沓掛、西浅井町月出、西浅井町八田部、西浅

井町山田、西浅井町小山、西浅井町大浦、西浅井町菅浦、西浅井町庄、西浅井町中、

西浅井町山門及び西浅井町黒山の区域並びに湖北町石川と高月町片山との境界線が

琵琶湖岸に接する地点から湖北町延勝寺と高月町片山との境界線が琵琶湖岸に接す



 
る地点まで引いた線以北の琵琶湖の区域及び湖北町延勝寺と西浅井町菅浦との境界

線が琵琶湖岸に接する地点から北緯35度25分57秒5646東経136度６分58秒9438の地

点まで引いた線以北の琵琶湖の区域 

高島
たかしま

警察署 
(〒520-1622) 

高島市今津中沼二丁目

４番地 

高島市 

大津
おおつ

北
きた

警察署 
(〒520-0232) 

大津市真野二丁目20番

23号 

大津市の内 仰木町、仰木１ ～７丁目、仰木の里１ ～７丁目、仰木の里東１ ～８

丁目、本堅田１ ～６丁目、堅田１ ・２丁目、衣川１ ～３丁目、今堅田１ ～３丁目、

真野１ ～６丁目、花園町、向陽町、美空町、清風町、陽明町、緑町、清和町、真野

普門町、真野普門１ ～３丁目、真野佐川町、真野大野１ ・２丁目、真野家田町、真

野谷口町、伊香立向在地町、伊香立生津町、伊香立上在地町、伊香立北在地町、伊

香立下在地町、伊香立南庄町、伊香立上龍華町、伊香立下龍華町、伊香立途中町、

葛川坂下町、葛川木戸口町、葛川中村町、葛川坊村町、葛川町居町、葛川梅ノ木町、

葛川貫井町、葛川細川町、湖青１・２丁目、朝日１・２丁目、水明１ ・２丁目、 

小野、和邇今宿、和邇春日１～３丁目、和邇南浜、和邇中、和邇高城、和邇中浜、 

栗原、和邇北浜、南船路、八屋戸、木戸、荒川、大物、南比良、北比良、南小松 

及び北小松の区域並びに衣川１ 丁目と雄琴４丁目との境界線が琵琶湖岸に接する地

点から大津市、草津市及び守山市のそれぞれの境界線の交点まで引いた線以北の 

琵琶湖の区域 

 
 


